
　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　三重県四日市市諏訪町１番５号
　　　　　　　 
　 　事業者名　四日市市
　　 代表者名　四日市市長　森　智広　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

対象となる鉄道
駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

鉄道駅 経年劣化による更新が必要な箇所から順次取り組んでいく。 特になし

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



第2号様式（日本工業規格A列4番）
移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

三
四
四

Ⅰ．鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）
（令和６年3月31日現在）

鉄道事業
者名

共
用
駅

プ ラ ッ ト
ホームの
数

段差が解
消されて
い る プ
ラ ッ ト
ホームの
数

都 道 府
県

23区・郡
・市

町・村
・区

四日市市
あすなろう
四日市

駅 内部 線 三重県 四日市市 5,931 人 ○ 1 1 基 基 基 1 (1) 箇所 ○ ○ × 1 ○

四日市市 赤堀 駅 内部 線 三重県 四日市市 455 人 ○ 1 基 基 基 箇所 － － ×

四日市市 日永 駅 内部、八王子 線 三重県 四日市市 857 人 ○ 2 1 基 基 基 箇所 × － ×

四日市市 南日永 駅 内部 線 三重県 四日市市 857 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － － ×

四日市市 泊 駅 内部 線 三重県 四日市市 871 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × － ×

四日市市 追分 駅 内部 線 三重県 四日市市 731 人 ○ ○ 1 1 基 基 基 箇所 × － ×

四日市市 小古曽 駅 内部 線 三重県 四日市市 281 人 ○ 1 基 基 基 箇所 － － －

四日市市 内部 駅 内部 線 三重県 四日市市 872 人 ○ 1 1 基 基 基 1 (1) 箇所 ○ ○ × 1

四日市市 西日野 駅 八王子 線 三重県 四日市市 1,960 人 ○ ○ 1 1 基 基 基 1 (1) 箇所 ○ － ×

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

駅 線 人 基 基 基 箇所

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の 有 無

段差への
対 応

エ レ ベ ー
ターの設置
基 数

エ ス カ レ ー
ターの設置
基 数

そ の 他 の
昇 降 機 の
設 置 基 数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無

障害者対
応型改札
口の設置
の 有 無

障害者対
応型券売
機の設置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

住 所
事 業 者 名
代 表 者 名

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

鉄 道 駅 の
名 称

路 線 名 所在都道府
県市町村

一 日 当 た り
の利用者数

有 人 駅 、
無人駅の
別



〇

　　　　　　　 

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　三重県四日市市諏訪町１番５号

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

　 　事業者名　四日市市
　　 代表者名　四日市市長　森　智広　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。


